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 平成１７年は、補助金等交付団体のうち２０１団体、出資団体（都が資本

金等の２５％以上を出資）のうち１３団体、公の施設の管理受託団体１団体

及び各所管局について、平成１５年度及び平成１６年度の事業を対象として

監査を行い、３２件の指摘及び８件の意見・要望を行いました。 
  
監査実施団体内訳 

区  分 監査対象団体数 監査実施団体数 

補 助 金 等 交 付 団 体 ２，７６３ ２０１ 

出 資 団 体 ５０ １３ 

公の施設（注１）の管理受託団体
［３３］（注２）

５ 

［６］ 

１ 

合  計 ２，８１８ ２１５ 

（注１）住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、普通地方公共団体が設ける施設です。 

   （例：美術館、社会福祉施設など） 

（注２）［ ］書きは補助金等交付団体及び出資団体との重複分を含めた団体数です。 

主な指摘事項は、以下のとおりです。 
 

 土地について利用方針を定め、速やかに活用すべきもの  

教育庁は、三楽病院を運営する東京都教職員互助会に病院の運営費補助金を交付し

ている。ところで、三楽病院が神奈川県葉山町に所有する土地（６６１．６５㎡）は、

病院職員の厚生施設用地であったが、昭和５１年に老朽化のため施設を解体した。 

その後、厚生施設の再建は行われず、財政的理

由や交通の制限などのため、約３０年にわたり活

用していない。また、この土地の所有に当たり、

互助会は固定資産税、管理料等による年間約８５

万円（平成１６年度）の費用を負担している。 

互助会は、この土地について利用方針を定め、

速やかに活用されたい。 

（【指摘事項】社団法人東京都教職員互助会） 

４ 財政援助団体等監査 

都が交付している補助金等が、補助目的に沿って使われているか、

出資している団体が、出資目的に沿った運営をしているかなどを監査

しました。 

東京都教職員互助会三楽病院 
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 救命救急センターの運営について  

福祉保健局は、東京女子医科大学に対して大学病院の救命救急センター運営費補助

金を交付している。 

ところで、救命救急センターは、いつでも、救命救急医療を必要

とする患者を受け入れられるよう、常に診療体制と空床を確保して

おくことが求められている。このセンターの運営について見たとこ

ろ、①救命救急センターの診療体制については、本来、救命救急医

療に用いるべき医療スタッフ及び病床が、初期及び二次救急医療に

用いられていること、②空床については、より積極的に後方転送（※）を行うことで、

さらに確保できることが認められた。 

  大学は、救命救急センターにおける診療体制の充実と空床の確保につ

いて、より一層努力する必要がある。        

（【意見・要望事項】学校法人東京女子医科大学） 

    
※ 後方転送：常時空床を確保するために、救命救急センターで行うべき治療が終わり、一般病床におけ 

    る治療で足りる患者については、速やかに院内の他病棟もしくは他病院へ転送すること。 

 

 
 運営費補助金の交付決定及び額の確定を交付要綱に基づいて行い、補助 

事業の効率的かつ効果的な執行に資するべきもの  
 

福祉保健局は、財団法人東京都保健医療公社運営費補助金交付要綱に基づき、公社

に対し補助金（平成16年度：約５０億円）を交付している。 

この補助金について見たところ、交付要綱で交付の

対象経費は補助事項ごとに積算するとしているにもか

かわらず、局は、公社の収支不足額を補助金として補て

んしている。そのため、補助金の実績等が明らかでなく、

地域医療の推進を目的とした補助事業が効率的かつ効

果的に行われているか判断できないものとなっている。 

局は、運営費補助金の交付決定及び額の確定を交付

要綱に基づいて行い、補助事業の効率的かつ効果的な 

執行に資するようにされたい。                      （【指摘事項】福祉保健局）          

東京都保健医療公社大久保病院 



 
- 16 -

 視覚障害者誘導用ブロックの設置について必要な措置を講じるべきもの  

東京都福祉のまちづくり条例においては、「高齢者、障害者が円滑に利用できるよう

に配慮された住宅の供給に努めなければならない」とされており、これを具体的に実現

する同条例整備基準への適合努力義務が事業者に課せられている。 

 

しかし、東京都住宅供給公社が施工して

いる外構工事（賃貸住宅工事の２案件）に

おける視覚障害者誘導用ブロックの設置

状況について見たところ、東京都福祉のま

ちづくり条例整備基準に適合していない

箇所や、障害者の安全な利用が阻害されて

いる箇所等が認められた。 

 

公社は、外構工事における視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置について、整備基

準を踏まえ、利用者の立場から必要な措置を講じられたい。 

（【指摘事項】東京都住宅供給公社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者誘導用ブロック 


